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⚫ 容量市場や予備電源等を通じた供給力確保に要する費用について、小売電気事業者
及び一般送配電事業者において、どのように負担することが考えられるか。

※いずれの事業者が負担する場合においても、最終的に需要家が負担することに変わりはない。

⚫ 制度的には、電気事業法に基づき、小売電気事業者に供給力確保義務が課せられて
いることを踏まえると、供給力の確保費用は、すべて小売電気事業者の負担とすることが
考えられる。

⚫ 他方、現状においても、容量市場における費用の一部（H3需要の7%）については、
一般送配電事業者の負担とされている。また、供給力確保のセーフティネットとしての電
源入札の費用も、一般送配電事業者の負担とされている。

⚫ 加えて、大規模災害リスク等に備えた予備電源は、小売電気事業者が平時から活用す
る一般的な供給力とは異なり、供給力が大きく減少するなどした緊急時にのみ活用され
る、保険的・予備的な位置付けを有するものである。

⚫ このため、容量市場や予備電源等を通じた供給力確保に要する費用については、それ
ぞれの費用の性質や削減インセンティブの有無等に基づき、公平性、効率性及び各制
度措置間の整合性の観点から、個別具体的に検討する必要がある。

供給力確保の費用負担の在り方①



⚫ 容量市場における費用については、 偶発的需給変動分（H3需要の7%）を一般送
配電事業者が負担し、その他を小売事業者負担とする整理が既になされている。

⚫ 他方、昨年の電力需給ひっ迫を踏まえ、「厳気象対応」及び「稀頻度リスク」が見直され
ており、その費用負担の在り方について、本小委員会の下の制度検討作業部会でも議
論が行われている。

⚫ まず、「厳気象対応」は、需要の変動に直結する事象に対応するものであり、小売電気
事業に通常付随するリスクとして、気象予報等に基づき一定程度事前の対応も可能で
あるため、小売電気事業者において負担することが妥当と考えられる。

⚫ 次に、「稀頻度リスク」は、厳気象時に生じる電源脱落等のリスクに対応するものであり、
小売電気事業者にとって予見可能性はなく、リスク低減の方策もない。このため、小売電
気事業者の負担とすることの合理性に乏しく、最終的に需要家が均等に負担することで
社会全体で負担することになる、託送料金での負担に馴染むのでないか。

⚫ また、予備電源の確保費用は、容量市場における「稀頻度リスク」より更に稀な大規模
災害等に対応するものである。個々の小売電気事業者が備えることは不可能であり、社
会全体で負担することが妥当と考えられるため、一般送配電事業者（＝託送料金）の
負担とすることとしてはどうか。

⚫ なお、供給力確保の仕組みが複雑となり、費用負担の方法も多様化する中で、供給力
確保費用の透明性を確保し、最終負担者である需要家の理解を得る観点から、費用
の全体像については、本小委において定期的にフォローアップすることとしてはどうか。

供給力確保の費用負担の在り方②
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【参考】
第59回 電力・ガス基本政策小委員会

（2023年3月1日）資料３



電力・ガス基本政策小委員会
第79回制度検討作業部会
（2023年5月25日）資料３

【参考】

66



電力・ガス基本政策小委員会
第79回制度検討作業部会
（2023年5月25日）資料３

【参考】
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【参考】調整力及び需給バランス評価等に関する委員会における議論内容
第81回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会

（2023年1月24日）資料1

第59回 電力・ガス基本政策小委員会
（2023年3月1日）資料３
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【参考】目標調達量の増加量試算結果

第81回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
（2023年1月24日）資料1

第59回 電力・ガス基本政策小委員会
（2023年3月1日）資料３
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【参考】稀頻度リスクについて
第73回 制度検討作業部会
（2022年12月21日）資料7
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【参考】費用負担の在り方に関するこれまでの議論
第6回 電力レジリエンス等に関する小委員会

（2019年4月26日）資料2-1
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【参考】託送費用負担に関するこれまでの整理

制度検討作業部会 第四次中間取りまとめ
（2021年6月）


